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はじめに．社団法人テレコムサービス協会について

○沿革
　　平成６年に、（社）特別第二種電気通信事業者協会、全国一般第二種電気通信事業者協会、音声ＶＡＮ振興協議会、
　（社）日本情報通信振興協会の４団体が統合し発足。

○事業目的と主な活動
　・目　　的：電気通信・情報通信関連事業の競争市場における健全な発展を図り、事業全体の発展に寄与し、国民利益
　　　　　　　の増進と公共の福祉に資することを目的。
　・主な活動：①多様なネットワークサービス事業の創設　②健全な競争市場の発展　
　　　　　　　③安全・安心なネットワーク社会の実現

○会員
　・全国１１支部に３０１会員が加盟(平成１９年２月２６日現在）
　・会員企業の概要：旧第二種電気通信事業者が中心

◆営む事業内容（１３３社、複数回答、５％未満略）
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Ⅰ．ＮＧＮ利活用の意義

１．テレサ協会員企業は、『次世代ネットワーク(ＮＧＮ）がオールＩＰ化の進展に対応した今後の社会基盤となるもの』 と認識しており、
　　ＮＧＮ上でＮＧＮの特徴を活かした多様なサービスの創造が可能になるものと期待している。

２．ＩＳＰを含むテレサ協会員企業を始め、様々な上位レイヤー事業者や家電メーカー等が、社会基盤となるＮＧＮを「利活用」して、　
　　多様なアプリケーションサービスを創造し、提供することによって、利用者利便を拡大し、ＮＧＮ事業者（キャリア）とも、ＷＩＮ－ＷＩＮ
　　の関係で互いに事業を発展させていくことが重要であると考えている。

３．また、社会基盤となるＮＧＮとインターネットは、それぞれがもつ「利便性・有用性・機能的特長」を相互に生かし合うことが大切であり、
　　
　　その為に、市場のオープン性から生まれる、技術・サービス・ビジネス全般に至る様々なアイディアとその取り込みが、常に競争を通
　　して、実現しようとする社会基盤となるＮＧＮに反映されていく仕組みが必要であると考えている。

以上、『ネットワーク基盤の上で、サービス競争が展開できる事業環境が維持されることが極めて重要である』 との問題認識から、以下に

（社）テレコムサービス協会におけるＮＧＮへの取組み、意見・要望等の状況を紹介します。
Ⅱ．実現したい世界

図１．ＮＧＮ上で実現したいサービスイメージ ２



　　１．ＮＧＮのオープン化の候補点
　　　　
　　　　①上位レイヤ事業者がＮＧＮの機能を利活用して様々なアプリケーションサービスを展開する為の、垂直的なレイヤ間での
　　　　　オープン化のポイント／「Ｖ系」、及び、事業者間での相互接続を実現する為の、水平的なレイヤ間のオープン化ポイント／「Ｈ系」 　

　　　
　　　　　（図3-1、表3-1、表3-2参照）に関する検討が必要であると考えている。
　　　　②ＮＧＮ事業者と非設備保有事業者がWIN-WINの関係でＮＧＮ機能を利活用するのに最も重要な基本形としてＶ１のオープン化
　　　　　　に関する検討が必須であると考えている。
　　　　③特に、Ｖ１のオープン化は、ＩＳＰのサービスプラットフォームだけで使うのでは無く、企業がサービス制御機能の各種情報を利用
　　　　　することにより、企業独自のシステム構築を柔軟に行うことが出来る様になるので、極めて重要であると考えている。

Ⅲ．ＮＧＮ利活用に関わる課題

図３－１　ＮＧＮのオープン化の候補点

ア プ リ ケ ー シ ョン ／ サ ー ビ ス 支 援 機 能

サ ー ビ ス 制 御 機 能

転 送 制 御 機 能

コ ア 転 送 機 能

ア ク セ ス 転 送 機 能

ア ク セ ス 機 能 （加 入 者 の 収 容 ）

ア プ リ ケ ー シ ョン

垂
直
統
合
型
サ
l
ビ
ス

A N I

N N I

転 送 機 能

トラ ン ス ポ ー トス トラ タ ム

ユ
ー
ザ

U N I

V 1

V 2

V 3

H 3

H 1

サ ー ビ ス ス トラ タ ム

他 事 業 者 の
既 存 網

他 事 業 者 の N G N

V 4

H 2
他 事 業 者 の 既 存 網

ア プ リケ ー シ ョン ／ サ ー ビ ス 支 援 機 能

サ ー ビ ス 制 御 機 能

転 送 制 御 機 能

コ ア 転 送 機 能

ア ク セ ス 転 送 機 能

ア ク セ ス 機 能 （加 入 者 の 収 容 ）

ア プ リ ケ ー シ ョン

垂
直
統
合
型
サ
l
ビ
ス

A N I

N N I

転 送 機 能

トラ ン ス ポ ー トス トラ タ ム

ユ
ー
ザ

U N I

V 1

V 2

V 3

H 3

H 1

サ ー ビ ス ス トラ タ ム

他 事 業 者 の
既 存 網

他 事 業 者 の N G N

V 4

H 2
他 事 業 者 の 既 存 網

３



表３－１　利活用型接続形態（Ｖ系）　

表３－２　網間接続形態（Ｈ系）・・・Ｈ１，Ｈ３は、ＮＴＴのＮＧＮフィールドトライアルでオープン化対応している　

４

　　　－　　　　－　　　　－　ー旧一種事業者FTTH回線を借りてNGN
を構築
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• 転送技術
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　制御

物理的な分離可
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利用者保護

課題

ﾕｰｻﾞｰﾆｰｽﾞに基づく多様な
ｻｰﾋﾞｽ品質の実現

ﾕｰｻﾞｰﾆｰｽﾞに基づく多様なｻｰ
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ー

設備保有事業者が提供す
るﾄﾗﾝﾎﾟｰﾄ機能の上に、転
送制御機能およびｻｰﾋﾞｽ
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ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄｽﾄﾗﾀﾑとｻｰﾋｽｽﾄﾗﾀﾑを分離旧２種事業者
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設備保有事業者および非設備保有
事業者（ｻｰﾄﾞﾊﾟｰﾃｨ）のいずれもｻｰﾋﾞｽ
制御機能を用いて付加価値ｻｰﾋﾞｽを
提供可

旧２種事業者

ISP事業者
ｺﾝﾃﾝﾂ提供者
MVNO
ASP

非設備保有事業者が、設
備保有事業者の提供する
ｻｰﾋﾞｽ制御の機能を用い
て個人・法人向けに高度
な付加価値ｻｰﾋﾞｽを提供

V1

ｻｰﾋﾞｽ例ITU-T/3GPP非設備保有事業者
の例

接続の概要

接続点 　　　　接続の概要 　　　　　　　　　　　接続事業者の候補 　　　　　　　　　　　　　 ITU-T/3GPPにおける規定

・ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄｽﾄﾗﾀﾑの相互接続
（NGN事業者がｹﾞｰﾄｳｪｨを設置）

既存電話網
ISP事業者
WLAN事業者
ｲｰｻ通信事業者

ITU-T勧告では、PSTN網と相互接続するための機能としてBGCF/MGCF/MGWを規定。

参考：　NTTﾌｨｰﾙﾄﾞﾄﾗｲｱﾙ版仕様では、他に以下を規定。
　　　　　　　－ISP接続機能（PPPoE）
　　　　　　　－ｲｰｻ通信機能

・ｻｰﾋﾞｽｽﾄﾗｰﾀﾑの相互接続、
・ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄｽﾄﾗﾀﾑでの転送品質ｸﾗｽ
　とﾏﾙﾁｷｬｽﾄ通信機能の相互接続
（NGN事業者がｹﾞｰﾄｳｪｨを設置）

ＩＳＰ事業者

・ﾄﾗﾝｽﾎﾟｰﾄｽﾄﾗﾀﾑの相互接続
・ｻｰﾋﾞｽｽﾄﾗﾀﾑの相互接続

H1

H2

H3

3GPPでは、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄとの接続に関し、
　　「事業者の方針に依存し、S-CSCFはISPﾄﾞﾒｲﾝのSIPｻｰﾊﾞにSIP要求/応答
　　　ﾒｯｾｰｼﾞを転送してもよい」
と規定（5.4.2）

ITU-T勧告Y.2021では他IP網とのIMS参照点として以下を規定。

　Ie (MGCF-FE)   : IP上でNo.7信号方式を転送
　Ic (IBC-FE ） 　　: IMS又はPSTN/ISDNｴﾐｭﾚｰｼｮﾝｻｰﾋﾞｽを提供する他IP網との

信号ﾚﾍﾞﾙの相互接続点
　Iw (NSIW-FE)   :上記以外のｻｰﾋﾞｽを提供する他IP網との信号ﾚﾍﾞﾙの相互接続点



　　２．上位レイヤ事業者によるＮＧＮの利活用の為のＶ１のオープン化
　　　　
　　　　①上位レイヤ事業者として、テレサ協会員企業、並びに、ＩＳＰ事業者が、ＮＧＮの機能を利活用してアプリケーションサービスを
　　　　　　展開するためには、 アプリケーション（ＡＰＬ）がＮＧＮの持つセッション制御機能、プレゼンス管理機能などの様々な機能を
　　　　　　簡単に活用出来る様な仕組みが必要であり、これを実現したものがＳＤＰ(Service Delivery Platform)であると考えている。
　　　　　　よって、現在標準化に向け検討中の状況であると伺っているＡＮＩでは無く、サービス制御機能の上にあるＳＤＰの活用を目的
　　　　　　とした、Ｖ１のオープン化が必須であると考えている。
　　　　②このSDPについては、未だ標準がはっきりしておらず、キャリア側が構築するものと、アプリケーション開発側が構築するものの
　　　　　　両方があり得ると伺っている。
　　　　　　⇒ＩＴＵ－ＴのＮＧＮ勧告（図３－２）、及び、３ＧＰＰのＩＭＳ技術仕様（図３－３）では、ＮＧＮ上で提供される多様なサービス制御
　　　　　　　機能やサービス提供情報を使用して、サービスプラットフォームを構築するためのインタフェース・プロトコルを規定している。
　　　　　　　この様な標準化動向を踏まえ、ＮＧＮの「ＮＧＮたる特徴機能」である、品質保証、セッション、プレゼンス情報などを利用して、
　　　　　　　サービスプラットフォームを構築する上での課題について、早急に議論を進め、国際標準へ反映させていくことが重要である
　　　　　　　と考えている。

図３－２　ＩＴＵ－ＴにおけるＮＧＮのアーキテクチャ

＜３ＧＰＰ ＩＭＳのサービスプラットフォーム＞
３ＧＰＰでは、ＩＭＳのアーキテクチャにおいて、ホームネットワーク、
又は、第三者が付加価値サービスを提供する為のサービスプラット
フォーム（アプリケーションサーバ）を規定。

図３－３　３ＧＰＰのＩＭＳアーキテクチャ

＜ＩＴＵ－ＴにおけるＮＧＮのアーキテクチャ＞

５



　　　　③ＮＴＴのフィールドトライアルではＳＮＩが定義されているが、Ⅴ章に掲げた、ＳＤＰ利活用モデル（例）の様なサービス実現に向けた
　　　　　　対応が必要であると考えている。
　　　　④また、上位レイヤ事業者がＮＧＮを活用する上で、各キャリアが提供するインタフェースを共通化することが重要であると考えている。
　　　　⑤テレサ協会員企業は、利用者（個人、企業、業種/業界）のニーズをよく理解しているので、ＳＩer、ベンダー、ＩＳＰのニーズをＮＧＮ
　　　　　　の機能に反映して行くことで、ＮＧＮを幅広い領域で活用できると考えている。

　　３．データ通信のＱoＳ保証について

　　　　①音声、ビデオに加えて、データ通信のＱｏＳ保証が重要になるので、ＮＧＮにおけるデータ通信の在り方も含め技術的に検討して
　　　　　実現することが必要であると考えている。
　　　

Ⅳ．ＮＧＮのオープン化によって実現するサービス・システム・事業構造（例示）
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1．アプリケーション起動による２者間接続
　コミュニティサイト上などで、ユーザが指定した会員との間で電話接続。
　ユーザは通話相手の電話番号を直接指定しなくても接続可能。
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V1

UNI UNI

センター

①ｾﾝﾀｰへ着信

②他のUNIの状態を
問い合わせる
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④接続変更を依頼

⑤#BのUNIとの間に
SIPセッションを設定

#A
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①ｾﾝﾀｰへ着信

②他のUNIの状態を
問い合わせる

③UNIの状態の回答

④接続変更を依頼

⑤#BのUNIとの間に
SIPセッションを設定

#A

2. センターへの着信を他UNIに転送
　センターに着信した呼に対して、その時点で着信可能な他のUNIへ呼を転送。
　転送後は発信UNIとの間でP2P接続。

Ⅴ．ＳＤＰ利活用モデル（例）
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① ＃Bへ着信

② #Bが不在である
ことを通知

③＃Cへの転送を指
示

④＃Aと＃Cの間に
SIPセッションを設
定

#C#A

NGN

#B
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センター

① ＃Bへ着信

② #Bが不在である
ことを通知

③＃Cへの転送を指
示

④＃Aと＃Cの間に
SIPセッションを設
定

#C#A

3. グループウェアとの連動
　センター（ｸﾞﾙｰﾌﾟｳｪｱ）に、#Bが不在時の通信手段（他の電話へ転送、ﾎﾞｲｽﾒｰﾙへ転送、SMS等）をあらかじめ登録。

#A

NGN

#B

V1

UNI UNI

センター

① 帯域を指定してUNI間
(＃A-#B)のSIPセッ
ション設定を依頼

② #A-#B間に指
定された帯域で
セッションを確立

③ ＃A-#B間の帯域変
更を依頼

④ ＃A-#B間の帯域を
変更

※なお、現在のNGNフィールドトライアルでは、TCPトラヒックに対する最優先、高優先の
帯域制御は提供されていない。これができることも必要。

4. センターからのセッション設定と帯域変更
　センターからUNI間の帯域保証セッション設定を指示し、その後帯域の変更も可能とする。
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5. 多地点間テレビ会議
　端末＃Aから会議管理サーバ（AS)へ会議作成を依頼すると、ASよりNGNに対してマルチキャストGr作成をリクエストする。
　NGN内部にてグループ作成、QoS設定することにより各端末の参加を許可する。

#A

NGN

#B

V1

UNI UNI

センター

①会議管理サーバ（AS)
にアクセスして、会議
グループを選択、依頼

④ 拠点端末（#A,B,C)
に接続OK通知、会
議に参加

② 選択した拠点のマル
チキャストGrの作成を
依頼（QoS含む）

③ NGNにてGr拠点の端
末の参加を許可、AS
に通知

会議管理サーバ

#C

ﾏﾙﾁｷｬｽﾄｸﾞﾙｰﾌﾟ

6. コンテンツ課金
　コンテンツ課金業者は、コンテンツ提供者の提供するコンテンツへのアクセスに係る料金を利用者の契約先（NGN通信事業者）から
　代行徴収

NGN

V1

UNI UNI

センター

① ｾﾝﾀｰへ着信

②NGNの課金ｼｽﾃ
ﾑに利用料のｸﾚ
ｼﾞｯﾄを要求

③ｸﾚｼﾞｯﾄOKの通知

④ｻｰﾋﾞｽ開始を要
請

⑤ｺﾝﾃﾝﾂｻｰﾊﾞｰと
の間にSIPセッショ
ンを設定

ｺﾝﾃﾝﾂｻｰﾊﾞｰ
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　次世代ネットワークに関する事業者間連絡会議（次世代ネットワーク連絡会議）において、より詳細且つ、集中的に議論を行う場を
確保するとの観点から、 平成１８年１１月に「次世代ネットワーク利活用 検討グループ会議」 が発足した。

1.目的

　　本検討グループ会議では、“次世代ネットワークはオールＩＰ化の進展に対応した今後の社会基盤となるもの“　との共通認識の下、
　様々な事業者（上位レイヤー事業者や家電メーカ等）が、その社会基盤を“利活用”して、多様なアプリケーションサービスを創造し、
　提供する事によって、利用者利便を拡大し、ＮＧＮ事業者（キャリア）とも、ＷＩＮ－ＷＩＮの関係で互いに事業を発展させることを前提
　に置き、
　　　①　主に通信キャリアが構築するＮＧＮにおける各種機能の利活用に関する諸課題
　　　②　ＮＧＮを上位レイヤ事業者が利用する上で生じる諸課題
　について、主要関係事業者間で議論を行うことを目的としている。

２. 　構成

　関係４団体の代表者で構成し、総務省事業政策課はオブザーバとして参加。

　　（社）テレコムサービス協会
　　　　　㈱インテック・ネットコア、日本ＩＢＭ㈱、富士通㈱、日本電気㈱、㈱ブロードバンドセキュリティ
　　
　　（社）日本インターネットプロバイダー協会（ＪＡＩＰＡ）
　　　　　ソネットエンタティメント㈱、（有）マンダラネット、ニフティ㈱、ＮＥＣビッグローブ㈱、松下電器産業㈱
　　
　　（社）電気通信事業者協会
　　　　　日本電信電話㈱、ＫＤＤＩ㈱、㈱ケイオプティコム、ソフトバンクテレコム㈱
　　
　　（社）日本ケーブルテレビ連盟（
　　　　　南東京ケーブルテレビ、㈱ジュピターテレコム、日本ケーブルラボ

　　☆オブザーバ　総務省総合通信基盤局電気通信事業部事業政策課

＜参考＞ 「次世代ネットワーク利活用 検討グループ会議」　
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